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農協の意思反映システムの変化
─多様な組合員、ステークホルダーの声を活かす─
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〔要　　　旨〕

農家の高齢化・減少、組合員の多様化など環境が大きく変化するなか、多様な組合員等の

意見や要望を反映するよう、農協の意思反映システムは変化している。

総代や役員の選出枠に女性枠、青壮年部枠などを設ける農協の割合は上昇し、准組合員の

意思反映の仕組みを導入する農協も増加している。意思反映の仕組みを設けるだけでなく、

組合員が意見・要望を出しやすくする配慮をし、その意見を実際に農協の事業等に反映させ

たことを広報誌等で組合員に報告することも行われている。さらに、社会的課題の解決に向

けて、農協は消費者や地域住民という多様なステークホルダーとの連携にも取り組んでいる。

このように、多様な組合員やステークホルダーの意見や要望を事業や活動に反映すること

が農協の強みの一つである。環境の変化への柔軟で適切な対応を可能にし、農協が目標とす

る地域農業の振興や地域の活性化にも寄与することを期待したい。

特別理事研究員　斉藤由理子
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代表理事を選任する。

総代や役員の選出・選任にあたっては、

必要な場合には地区等の選出枠を設けるこ

ととなっており、その場合、ほとんどの農

協が地区別の選出枠を設定している。

総代候補者の選出にあたっては、農家組

合や実行組合などの名称の集落組織ごとに

候補者の人数が割り振られる場合もあるが、

そうでない場合には集落組織の代表者が集

まって決めることが多い。役員の候補者は

集落組織の代表者や総代が中心になって話

し合い、地区別に選出されることが多い。

総代、役員の選出にあたっては、集落組織

が大きな役割を担ってきた（注１）。

集落組織の構成員の多くは正組合員であ

り、また世帯主が世帯を代表して構成員と

なっていることが多いため、彼らが推薦す

る総代や役員の候補者は、正組合員の中で

も男性で比較的高齢な者が多くなる。
（注１） 農協の組合員制度とガバナンスにかかる研
究会（2012）によれば、同研究会が実施した「JA
の意思決定機関等にかかるアンケート」調査（回
収期間：2012年１月17日～２月３日、調査対象：
岩手、宮城、福島を除く全国の673JA、有効回答
率47.1％）では、総代や役員候補の選出過程での
話合いに「集落組織などJAの基礎組織の代表（お
よび役員）」が参加する農協の割合は、総代候補
者の場合には77.1％、役員候補者では71.0％とな
っている。

（2）　多様な意思反映ルート

農協法に規定されたフォーマルな意思反

映ルートだけでなく、農協にはそれを補完

する様々な意思反映ルートがある（注２）。

集落座談会や支店運営委員会は、農協が

事業報告や事業計画について説明し、組合

はじめに

協同組合は、組合員が出資し、組合員が

利用するとともに、組合員が経営に参画す

る組織である。日本の農協も、組合員や地

域住民の意見や要望を事業や経営に反映さ

せること（以下、「意思反映システム」とい

う）を重視してきた。

本誌で、斉藤（2003）は、農協の意思反

映システムの課題として、地域住民を含め

た利用者の多様化にどう対応するか、また

既存の意思反映システムをどう再構築する

かについて論じた。本稿は、そのうちの前

者についての最近の動向として、多様な組

合員およびステークホルダーからの意思反

映に取り組む農協が増加していることを紹

介したものである。

１　農協の意思反映システム

（1）　正組合員、集落組織中心の意思

反映システム

農業協同組合法は、農業者である正組合

員のみが（総会等における）１人１票の議

決権と総代および役員（理事、経営管理委

員等）の選挙権を有すると規定している。

農協の総会および総代会は組合の意思を決

定し、理事会は組合の業務の執行を決定す

るとともに理事の職務の執行を監督する機

関である。経営管理委員会設置組合では、

経営管理委員会が組合の業務執行に関する

重要事項を決定するとともに、理事および



農林金融2024・3
4 - 82

「農林業センサス」の定義によれば、「農

家」は、経営耕地面積10a以上、または年間

の農産物販売金額15万円以上であり、「土地

持ち非農家」は、５a以上の耕地または耕作

放棄地を有するが「農家」の定義からは外

れるものである。したがって、正組合員世

帯の半数弱は農産物を少量しか販売しなく

なっているとみることができるのではない

か。

第２に、農家数の減少である。これは、

いくつかの意味を持っている。まず販売農

家が大幅に減少していることである。自給

的農家も緩やかに減少しているため、販売

農家に自給的農家を加えた農家数は減少し

ている。さらに土地持ち非農家は緩やかに

増加しているが、農家にそれを足し合わせ

ても減少している。そして、このことを一

因として、正組合員世帯数は緩やかに減少

していると考えられる。

第３に、農家の高齢化である。「農林業セ

ンサス」によれば、20年の農業経営体のう

ち個人経営体（ほぼ販売農家にあたる）の

世帯員に占める65歳以上の割合は44.6％で

ある。

ｂ　組合員の多様化

また、組合員は多様化している。

第１は、正組合員の多様化である。一世

帯複数正組合員制によって、世帯主以外の

正組合員の割合が増加している。「総合農協

統計表」によれば、21事業年度の一世帯当

たり正組合員数は1.2人であり、また、正組

合員個人に占める女性の割合は23.2％であ

員と意見交換するとともに、地域の課題、

組合員組織、活動について話し合う場とな

っている。

作目別の生産者組織、青壮年部、女性組

織などの組合員組織の意見や要望は、組織

担当の職員を通じて、また役員も含めた会

議等を通じて、それぞれ、関連する農協の

事業、活動に反映されている。

職員の組合員宅への訪問、店舗での職員

と利用者との会話、正・准組合員や地域住

民向けのアンケートを通じて、個々の組合

員の意見を把握することも行われている。

さらに、准組合員も含めた農協事業の利用

者をモニターとする、准組合員や利用者の

懇談会を開催するなどにより、その意見や

要望を把握する場合もある。
（注２） 詳細は、斉藤（2003）を参照されたい。

２　意思反映システムをめぐる
　　環境変化と課題　　　　　

（1）　意思反映システムをめぐる環境

変化
ａ　農家、正組合員の変化

まず、意思反映システムの中核にある農

家、正組合員は、次のように変化している。

第１に、正組合員の農業者としての性格

が大きく変化している。農林水産省「総合

農協統計表」によれば、2020事業年度の正

組合員戸数は346万戸であり、これは、農林

水産省「農林業センサス」による、20年の

「農家」175万戸と「土地持ち非農家」150万

戸の合計、325万戸とほぼ一致する。
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方が用意した選択肢からの回答結果が第１

図である。

「とくに問題はない」という回答は15.7％

にすぎなかった。そして、最も多い回答は、

「組合員が高齢化し、総代や役員を引き受

けてもらいにくい」（62.1％）であり、次い

で「農業との関係が薄い正組合員が増加」

（41.1％）であった。

また、「正組合員が意見をいう機会が少

ない」は1.2％とごく少数にとどまっている。

「地域の基礎組織に基づく総代・役員選出

を一部で行っていない」は1.6％、「地域の基

礎組織に基づく総代・役員の選出を全地区

で行っていない」は0.4％にすぎない。

一方で、「准組合員が意見をいう機会が

少ない」（37.1％）、「若者が意見を言う機会

が少ない」（21.8％）、「女性が意見をいう機

会が少ない」（10.5％）となっている。

この結果から読み取れるのは、第１に、

なお多くの農協で続けられている、農協の

地域の基礎組織である集落組織をベースに

総代や役員を選出することからくる問題で

ある。その場合に集落組織の構成員は正組

合員の世帯主であることが多いと思われる

が、その正組合員の世帯主が高齢化し、総

代や役員を引き受けてもらいにくくなって

いる。また農業との関係が薄くなった正組

合員にとって、農協への参画の意義は低下

しているのではないか考えられる。

第２に、准組合員、若者、女性など、「正

組合員の世帯主」以外の多様な組合員が意

見をいう機会が少ないことが問題とされて

いる。

る。

第２は、組合員に占める准組合員の割合

の上昇である。正組合員が緩やかに減少す

る一方、准組合員は増加を続けている。准

組合員比率は09年に50％を上回ったのち、

21年度には61.2％となった。

ｃ　集落組織の減少、機能の縮小

集落組織は、①農家を中心とした自主的

な組織、②農政の実行組織、③農協の基礎

組織という３つの性格を持ち、そのうち農

協の基礎組織としては、意思反映、情報伝

達、事業推進、協同活動の場など、様々な

機能を持っている。前述のとおり、農協の

フォーマルな意思反映において重要な役割

を果たしている集落組織であるが、構成員

の中心である農家の減少、高齢化、農業離

れ等を背景に、全国的にその数は減少し、

機能は縮小しており、機能の低下も懸念さ

れる（注３）。
（注３） 斉藤（2022a）に詳しい。

（2）　組合員の意思反映についての農協

の課題認識

こうした環境の変化の下で、農協では、

組合員の意思反映についてどのように認識

されているのだろうか。

23年８月に実施した当研究所の「農協信

用事業動向調査」（注４）（以下「動向調査」

とする）では、「組合員の意思反映」に関す

るいくつかの質問をしている。

そのうち、「組合員（正・准含む）の意思

反映について問題があるか」と質問し、当
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④社会的課題解決に向けたステークホルダ

ーとの連携という動きについて、動向調査

を中心とするアンケート調査の結果と個別

農協の事例を含めて紹介する。

（1）　総代・役員の多様化
ａ　JA全国大会決議と政策の動向

全国的な農協運動としては、かなり前か

ら、女性、担い手の運営参画、そして、准

組合員の意思反映の促進が掲げられてきた。

2000年のJA全国大会では、女性、担い手の

JA運営への参画の促進、准組合員の加入促

進と意思反映が決議され、03年のJA全国大

会決議にも「女性、担い手等のJA運営の参

画促進」が掲げられた。15年のJA全国大会

では「アクティブ・メンバーシップの確立」

第３に、「組合員から意見がでても農協

の事業や経営に反映しにくい」（11.7％）、

「組合員から意見があまりでない」（8.9％）

という回答にみられるように、組合員の意

見・要望を募り、事業・活動に反映するた

めの、農協の仕組みづくりや配慮など一層

の努力も必要ということであろう。
（注４） 2023年８月に実施した動向調査の調査対象
は全国の287農協、集計対象は249農協。

３　意思反映システムの変化

次に、前述の農協の課題認識を踏まえ、

①総代・役員の多様化、②准組合員の意思

反映、③集落座談会による意思反映の深化、

という意思反映システムの３つの変化と、

第1図　組合員の意思反映についての問題（回答組合数構成比、複数回答、n=248）

1000 50

組合員が高齢化し、総代や役員を引き受けてもらいにくい

農業との関係が薄い正組合員が増加

准組合員が意見をいう機会が少ない

若者が意見をいう機会が少ない

組合員から意見がでても農協の事業や経営に反映しにくい

女性が意見をいう機会が少ない

組合員から意見があまりでない

農業の担い手が意見をいう機会が少ない

地域の基礎組織に基づく総代・役員の地区選出を一部で行っていない

正組合員が意見をいう機会が少ない

地域の基礎組織に基づく総代・役員の地区選出を全地区で行っていない

その他

とくに問題はない

わからない

（%）
資料 農林中金総合研究所「農協信用事業動向調査」（調査時点 2023年8月）
（注） 全国287の農協に調査票配布、うち集計対象249農協。
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査（以下、12年調査、（注５））では、女性

枠で13.0％、青壮年部枠は1.7％、生産部会

枠は1.7％なので、12年調査に比べ、23年調

査では、その割合は、21.0ポイント（女性部

枠と女性枠のどちらかを設けている農協と

比較すると30.8ポイント）、8.4ポイント、4.7

ポイント、それぞれ上昇している。なお、

地区選出枠を設ける農協の割合については

12年調査が99.6％で、23年調査より7.3ポイ

ント高いのは、総代制をとっている農協に

のみ質問していることと、23年調査で設け

た「わからない」という選択肢がなかった

ためと考えられる。

地区選出枠以外の、女性枠、青壮年部枠、

生産部会枠を設ける農協の割合がそれぞれ

上昇していることから、総代の多様化が進

められているということができよう。

役員においても多様化がみられる。第２

表のとおり、23年調査において、地区選出

枠は95.2％、女性枠57.3%、女性部枠29.8％、

生産部会枠5.2％。青壮年部枠22.6％となっ

が決議され、正・准組合員の意思反映・運

営参画が進められることとなった。

総代や役員における女性の参画について

は、1999年に「男女共同参画社会基本法」

が制定され、同年の「食料・農業・農村基

本法」で「女性の参画の促進」が明記され

たことを受け、00年のJA全国大会決議では

女性のJA運営参画に向け「正組合員の25％

以上、総代の10％以上、合併JAにおける女

性理事等２名以上」という数値目標を掲げ、

19年のJA全国大会決議では、「正組合員の

30％以上、総代15％以上、理事等15％以上」

という目標が出されている。

ｂ　アンケートにみる全国の動向

総代の選出枠についての動向調査（23年

８月実施、以下、本項では「23年調査」）の

結果によれば、92.3％の農協で地区選出枠

を設定している。「総代を地区を問わず全体

から選出している」という農協もあるが、

「総代制をとっていない」、また「わからな

い」という農協もあることを考えると、総

代制をとっているほぼすべての農協に地区

選出枠がある（第１表）。

そして、女性部枠を設けている農協は

34.0％、女性枠を設けている農協は12.6％で

ある。女性部枠と女性枠を両方設定してい

る農協が2.8％なので、どちらか一つでも設

けている農協は43.8％である。また、青壮

年部枠は10.1％、生産部会枠は6.5％となっ

ている。

12年に「農協の組合員制度とガバナンス

にかかる研究会」が実施したアンケート調

12年調査 23年調査 増減
回答組合数 231 247 -
地区選出枠 99.6 92.3 △7.3
女性枠 13.0 34.0 21.0
女性部枠 - 12.6 -
生産部会枠 1.7 6.5 4.7
青壮年部枠 1.7 10.1 8.4
その他 0.9 5.7 4.8
わからない - 3.2 -
資料 　23年調査は第1図に同じ。12年調査は、農協の組合員
制度とガバナンスにかかる研究会「JAの意思決定機関
にかかるアンケ―ト」、同研究会『組合員の多様化とJA
のガバナンス』所収

（注） 　12年調査は、2012年1～2月に調査票回収。673JAに
調査票を配布、有効回答数313。

第1表　 総代について各選出枠がある農協の割合
（回答組合数構成比、複数回答）

（単位　組合、％、ポイント）
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上回っており、役員の場合には、准組合員

枠や農業法人枠も設けられている。

次項に紹介するJAみなみ筑後は、女性や

担い手等の農協への運営参画に積極的に取

り組んできた。
（注５） 農協の組合員制度とガバナンスにかかる研
究会（2012）による。

ｃ　JAみなみ筑後における総代、役員の

多様化

JAみなみ筑後（以下、本項では「JA」）

は福岡県南部のみやま市と大牟田市を事業

地域とし、なすなどの園芸が盛んな地域に

ある。22年度末の組合員数は11千（うち正

組合員５千、准組合員７千）、職員数（常雇

含む）は234人である。

JAによる総代、役員の多様化の取組みを

第３表にまとめている。

まず、03年のJA全国大会およびJA福岡県

大会の決議「女性、担い手等のJA運営への

参加促進」を受け、JAでは、04年度から、

総代の選出基準の改定について検討を開始

ており、12年調査に比べ、女性枠および青

壮年部枠を設ける農協の割合は上昇してい

る。なお、生産部会枠は低下している。

23年調査の総代の選挙枠と役員の選挙枠

を比較すると、女性枠、女性部枠、青壮年

部枠を設ける農協の割合は、役員が総代を

12年調査 23年調査 増減
回答組合数 298 248 -
地区選出枠 100.0 95.2 △4.8
女性枠 49.0 57.3 8.3
女性部枠 - 29.8 -
生産部会枠 7.7 5.2 △2.5
青壮年部枠 10.7 22.6 11.8
農業法人枠 - 0.4 -
准組合員枠 - 2.0 -
学識経験者枠 73.2 - -
その他 9.4 7.3 △2.1
わからない - 2.4 -
資料 　第1表に同じ
（注） 　農中総研調査では理事・経営管理委員の選出枠につ

いて、常勤理事を含めていない。一方、JC総研調査で
は常勤理事を含め、また、学識経験者枠を設定している
が、他の枠の有無について比較することに問題はない
と考えられる。

第2表　 理事・経営管理委員について各選出枠が
ある農協の割合
（回答組合数構成比、複数回答）

（単位　組合、％、ポイント）

04年度
農協合併後初めて地区別総代定数について見直し、8月の新総代から適用
総代選出基準の改定について検討開始

05 理事会の諮問機関として「総代選出基準検討委員会」（農事組合長会4人、作物連絡協議会2人、青年部1人、女性部1
人、農協理事4人）を設立、協議

07 総代に組織枠（青年部・女性部・部会）を導入
18 総代に農事組合法人枠を導入（１農事組合法人から総代１人を選出）

21

地区別組織別の総代定数を規定。総代定数の削減（520→500）
女性総代枠を57人から80人に拡大。従来の女性部枠（57人）をそのままに、新たに23人を部会女性枠（10）と農事組合
女性枠（13）とした。総代選挙の結果、女性総代は80人という定員を上回る86人となった
役員定数の見直し（理事定数の変更（25→20）、女性理事数の変更（女性部枠２人から各地区１人ずつ計４人の女性
枠）と役員定年制導入を理事会で承認

23 総代会で女性理事４人選出
資料 　農林水産省九州農政局福岡県拠点「JA役員への女性登用拡大に向けた新たな取組・工夫～CASE1 JAみなみ筑後の取組～」、JA

みなみ筑後資料

第3表　JAみなみ筑後の総代選出枠と役員選出枠の見直し
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入、各農事組合法人から総代１人を出すこ

ととした。

次に、20年度からは、JA福岡中央会によ

る女性のJA運営参画数値目標（正組合員

30％以上、総代15％以上、理事15％以上）

の達成を目指し、まず、総代の女性割合引

上げの検討を開始した。農事組合の会員数

の減少と農事組合の解散によって総代の選

出が難しくなっているため、総代定数を

520人から500人に削減したうえで、女性の

総代割合16％を目指し、女性総代枠を57人

から80人に拡大した。80人のうち、それま

での女性部枠57人はそのまま、それ以外の

23人について、農事組合枠13人、部会女性

部枠10人を新たに設定した。21年の総代選

挙の結果、女性総代は86人となり、総代全

体の17.2％となった（第４表）。

さらに、21年８月からは、理事の女性割

合引上げを目指し、常勤理事会等において、

理事数の削減と女性理事の増加を含む、「理

し、07年度に総代の選出枠について、従来

の地区選出枠に加え、青年部、女性部、部

会（生産者組織にあたる、品目別部会ごと

に総代定数を設定）という組織枠を導入し

た。この変更は、理事会の諮問機関として

設立された「総代選出基準検討委員会」で

協議、決定した「総代選出基準」によって

おり、理事会の協議事項である。なお、地

区ごとの総代数は「定款附属書総代選挙規

定」に決められており、これは総代会の付

議事項であり、行政の認可も必要である。

園芸の盛んな地域であることもあり、正

組合員の農事組合への加入率が６割程度に

とどまっているため、広く正組合員の意見

を集め、運営に反映するために、部会や農

事組合法人などの組織からも総代を選出す

ることは説得力を持ったと考えられる。

総代数は地区ごとに決められ、地区内の

支店単位で候補者は選出されている。07年

度の見直し前は、支店長が農事組合ごとの

配分を作り、支店の農事組合長会議で各農

事組合におろし、農事組合で協議していた。

見直し後は、正組合員15人に１人の割合で

総代が支店ごとに割り振られ、それを支店

で農事組合に割り振り、農事組合で協議す

る。また、青年部枠、女性部枠、部会枠に

ついては、それぞれの定数を割り振り、各

組織で協議して、総代候補者を選出するこ

ととなった。

JAでは集落営農組織（米麦大豆を生産）

の法人化を進め、17年度にはすべての集落

営農組織が法人となったため、18年度の総

代の選出にあたっては農事組合法人枠を導

定数
当選後総代数

構成比
農事組合 314 314 62.8
うち女性 13 19 3.8
青年部 12 12 2.4
女性部 57 57 11.4
農事組合法人 29 29 5.8
部会 88 88 17.6
うち女性 10 10 2.0
総代合計 500 500 100.0
うち女性 80 86 17.2

資料 　JAみなみ筑後資料
（注） 　部会は生産者組織であり、いちご部会など部会ごと

に総代およびうち女性の定数がある。

第4表　JAみなみ筑後の21年度の総代定数と
当選後総代数

（単位　人、％）
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組合、女性の運営参画についての研修が、

福岡中央会の職員を講師に行われた。（注

６）

この総代、役員の多様化への取組みで注

目されるのは、次の３点である。

第１は、総代、役員の選出枠の変更につ

いては、JA管内および近隣JAの状況を把

握したうえで制度設計を行い、総代や役員

の賛同を得たことである。第２は、女性の

総代や理事の運営参画に際して、JAから研

修等の配慮が行われていることである。第

３は、女性の総代が総代会で毎回発言する

など積極的に運営に参画していることであ

る。すなわち、JAが多様化のための仕組み

を作り、運営参画の円滑化のために配慮を

し、それが積極的な運営参画につながって

いる。そして、積極的な参画の効果が認め

られて、さらなる女性枠の拡大にもつなが

ったと考えられる。
（注６） JAみなみ筑後の女性総代の積極的な運営参
画については、斉藤（2023b）を参照されたい。

（2）　准組合員の意思反映
ａ　JA全国大会決議と政策の動向

近年、JA全国大会決議にみられる全国的

な農協運動としても、また政府からの要請

としても、准組合員の意思反映が推進され

ている。

19年10月のJA全国大会決議は、「准組合

員の『意思反映』『運営参画』の強化」とし

て「JAは、准組合員の意思反映・運営参画

の着実な実践をはかるため、准組合員の意

思反映・運営参画の機会や仕組みの構築に

かかる方針（准組合員運営参画方針）を策

事定数見直しおよび役員定年制導入」の協

議を開始した。

1995年の合併後、正組合員が40％減少す

る一方、理事定数がほぼ変わっていないこ

とから、近隣の久留米地区の平均値に近づ

けることとして、理事数の25人から20人へ

の削減を、21年12月の理事会に付議し、承

認された。

女性理事枠の見直しについては、女性部

枠をそれまでの２人から３人へと増員する

ことが事務局案だったが、男性理事からの

各地区１人ずつ（計４人）の女性枠をとい

う意見があり、女性部枠がなくなることに

も女性部からの理解が得られたため、女性

理事枠は２人増員の４人となり、22年度の

総代会で女性理事４人が選任された。候補

者は地区から選出されたが、結果的に理事

４人のうち３人は女性部、１人は部会女性

部に所属している。

07年に総代の女性部枠ができて以降、女

性の総代は毎年総代会で発言している。23

年６月の総代会でも女性の総代２人が発言

した。「准組合員の数が正組合員と逆転して

いる。准組合員にも広報誌やチラシを配り、

広報誌は准組合員にもわかる内容にしてほ

しい。JAの良さを多くの人にアピールし、

JAを利用してもらえるようにしたい」「正

組合員の30％を女性にという目標はなかな

か難しい。部会や他の組織にも目標達成の

ために協力してもらい、よりよいJAみなみ

筑後を作りたい」と提案した。

また、23年２月には、女性総代40人と組

合長、専務が出席して、総代の役割、協同
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員の意思反映について新たな仕組み（23年

度実施予定を含む）を導入した農協は全体

の45.5％である。

新たに導入した仕組みとして最も多いの

が「准組合員対象のアンケート」（14.2％）、

次いで、「准組合員モニター」（9.3％）、「准

組合員対象の懇談会」（意見交換会）（6.9％）

である（第２図）。

19年以前からの取組みも含め、調査時点

（23年８月）において、多くの農協で准組合

員の意思反映について様々な仕組みが作ら

れている。最も多いのは、「職員が准組合員

への訪問活動・対話活動で意見や要望把握」

（32.0％）であり、次いで、「正・准組合員対

象のアンケート」（29.1％）、「准組合員対象

のアンケート」（28.3％）、「支店（地区）運

営委員会に准組合員を含む」（27.1％）で、

それぞれ４分の１以上の農協が実施してい

る。モニター制度のある農協も多く、「准組

合員モニター（直売所等限定せず）」（15.4％）

のほか、「広報モニター」（8.9％）、「直売所

利用者モニター」（8.5％）もある。准組合員

が会議に参加するという仕組みもあり、「集

落座談会に准組合員が出席」（15.0％）、「非

常勤理事（または経営管理委員）に准組合

員がいる」（12.1％）、「准組合員対象の懇談

会（意見交換会）開催」（10.9％）、「准組合

員が総代会（総会）に出席する」（10.5％）

となっている。

また、准組合員が意見や要望を出しやす

くするために、農協は様々な配慮をしてい

る。最も多いのが、「准組合員の農協への

理解を深める」（46.4％）、次いで、「准組合

定し、准組合員の意思反映・運営参画のス

テップアップモデルの具体化、実践に取り

組みます。」とした。さらに、21年９月のJA

全国大会決議は、「JAは、准組合員の意思

反映に関する取組方針を策定し、（中略）意

思のある准組合員を対象として、モニター

制度等の准組合員固有の組織による意思反

映に取り組みます。あわせて、既存の組合

員組織への加入等を通じて、組織的な意思

反映の機会を提供し、『正組合員とともに、

地域農業や地域経済の発展を支える組合員』

である准組合員によるJAへの意思反映・運

営参画を推進します。」とした。

また、20年７月の「規制改革推進に関す

る答申」は「准組合員の意思を経営にいか

に反映するか検討される必要がある」とし、

改正農協法の施行５年後の農協改革見直し

にあたる21年６月に閣議決定された「規制

改革実施計画」は、「農協は、准組合員の意

思反映及び事業利用についての方針」を策

定、「組合員との徹底的な対話を行い、総会

で決定する」とした。農林水産省「農業協

同組合、農業協同組合連合会及び農事組合

法人向けの総合的な監督指針」においても

「准組合員の意思反映及び事業利用につい

ての方針を策定し、組合員との徹底的な対

話を行い、総会で決定し、実践する。」とさ

れている。

ｂ　アンケートにみる全国の動向

こうした動きも反映して、准組合員の意

思反映は進展している。

動向調査によれば、20年度以降に准組合
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また、准組合員の意見や要望を、実際に

農協の事業や活動等に反映した主な事例を

第５表に整理した。准組合員が利用する信

用事業、直売所、支店にとどまらず、農業

や地域課題への対応にも准組合員の意見・

要望は反映されている。

直売所への「農家の主婦のオリジナルレ

シピの配置」や「AEDの設置」、支店や購

買店舗のない地域での「移動販売車の増車

や運行ルートの拡大」、「本支店での農産物

販売」、広報については「SNSなどでの発

信」など、ニーズに応じたきめ細かな対応

がなされている。また、「新たな特産農産物

の開発」「地産地消のお菓子の製造・販売」

「学校給食への野菜提供」「初心者向けの農

員の意見と農協の回答、対応を准組合員に

知らせる」（23.8％）、「懇談会、意見交換

会、アンケートでのテーマの設定を工夫」

（22.2％）となっている（第３図）。

そして、把握した准組合員からの意見・

要望は何に関するものか。最も多いのは、

「信用事業」（48.4％）、次いで「直売所」「共

済事業」「農協のイベント（農業体験を含

む）」「支店」「地域の農業」「地域の活性化」

「農産物」である。組合員が主に利用する

JA事業への意見・要望が多いが、「地域の

農業」や「農産物」など農業に関するもの

や「地域の活性化」「高齢者対応」「環境問

題」「子育て支援」という地域に関する意

見・要望もある（第４図）。

第2図　准組合員の意思反映の現在の仕組みと、そのうち20年度以降に導入した仕組み
（回答組合数構成比、複数回答、n＝247）

400 20

職員が准組合員への訪問活動・対話活動を行い、意見や要望を把握

正・准組合員を対象としたアンケートを実施

准組合員を対象としたアンケートを実施

支店（地区）運営委員会委員に准組合員を含む

准組合員モニター（直売所、広報、金融に限定しない）

集落（地区）座談会に准組合員が出席

非常勤理事（または経営管理委員）に准組合員が入っている

准組合員対象の懇談会（意見交換会）開催

准組合員は総代ではないが総代会（総会）に出席

広報モニター

直売所利用者モニター

准組合員総代制度がある

（%）
資料 第1図に同じ
（注） 主な項目のみ表示。
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た企画」「緊急時用の防災品備蓄」「動く防

犯カメラとして、渉外担当者バイクにドラ

イブレコーダーを取り付け予定」という地

域の安全に寄与する取組みもある。これら

の実践は、准組合員のみならず、正組合員

や地域住民にとっても農協の魅力を高める

ものと考えられる。

次項に紹介するJA北河内は、准組合員モ

ニター制度によって、年５～６回の准組合

員ミーティングを通じて、准組合員の意見・

要望を把握し、様々な事業に反映している。

ｃ　JA北河内の准組合員モニター制度

JA北河内（以下、本項では「JA」）は、

大阪府の北東部に位置し、枚方市、交野市、

寝屋川市、門真市、守口市を事業地域とす

る。組合員数４万人のうち准組合員３万５

千人で、准組合員が組合員の８割以上を占

めている。

業講習」など、直接、農業振興に結び付く

要望にも応えている。「認知症をテーマにし

第3図　准組合員が意見や要望を出しやすくするために、配慮していること
（回答組合数構成比、複数回答、n=248）

500

准組合員の農協への理解を深める

准組合員の意見と農協の回答、対応を准組合員に知らせる

懇談会、意見交換会、アンケートでのテーマの設定を工夫

懇談会やモニターなどへの准組合員の参加者を農協から依頼

懇談会やモニターなどへの准組合員の参加者を公募

会議で准組合員が積極的に意見を出すよう促す

その他

とくになし

わからない

（%）
資料 第1図に同じ
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18.5
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8.9

2.8
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第4図　准組合員からの意見・要望は何に関するものか
（回答組合数構成比、複数回答、n=248）

1000 50

信用事業

直売所

共済事業

農協のイベント（農業体験を含む）

支店

地域の農業

地域の活性化

農産物

広報

農協の事業・経営全般

購買店舗（Aコープなど）

高齢者対応

環境問題

子育て支援

（%）
資料 第１図に同じ
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女性はほとんどが主婦で、40代から80代ま

で様々な年代である。

准組合員モニター制度は、JAを利用する

准組合員との継続的なコミュニケーション

による意見聴取・意見交換を通じて、事業

の改善・新サービス・新商品の提供に資す

ることを目的としている。JAの各部署が准

組合員に聞きたいことを各回のミーティン

グのテーマとする。２時間のミーティング

のうち、最初の30分でテーマの内容と何を

聞きたいかを、その回のテーマを設定した

JAの担当部署から准組合員に説明する。そ

の後１時間から１時間15分で、グループ討

議を行う。１グループの准組合員は５人ま

でとし、准組合員の中で発表者と書記を選

んでもらい、話し始めれば、意見はでてく

るという。各グループには担当部署の職員

経営層の准組合員の参画についての意識

が高く、またJA全中の主催するセミナーで

先進事例の発表があったことが契機となっ

て、准組合員モニター制度を設置した。18

年２月から毎年、30人程度の准組合員モニ

ターを募集し、モニターが参加する准組合

員ミーティングを平日の午前中２時間、年

５～６回開催している。23年度が５期目と

なる。

准組合員モニターの条件は准組合員およ

び准組合員の家族で、任期は１年間。モニ

ター募集ちらしの広報誌への折り込みやJA

店頭での配布、ポスターの掲示等で准組合

員モニターを募集し、応募が多かった場合

には抽選となる。23年度のモニターは男女

半々で、男性は自営業者で40代もいるが、

ほとんどが企業を定年退職した60代以上、

農
協
の

イ
ベ
ン
ト

ＳＤＧｓに身の回りから簡単に取り組める活動を企
画
認知症をテーマにした企画実施
各地でスマホ教室を開催
農業祭りの内容をアンケートを参考に決定

農
業
体
験

小学校での食農授業
親子食農体験
貸農園に栽培講習がセットとなった体験型農業
家庭菜園教室

地
域
農
業

地域米のブランド確立を図る
新たな特産農産物の開発
小麦・大豆の生産拡大と収量・品質の高位安定
を計画
地産地消のお菓子の要望があり、カステラを製
造・販売
初心者向けの農業講習（座学、実習）

農
産
物

管内特産物が流通していないという声を受け、地
元の米を注文を受けてからJA施設で精米、即日
直売所で販売
学校給食への野菜提供

地
域

課
題

緊急時用の防災品備蓄
動く防犯カメラとして、渉外担当者バイクにドラ
イブレコーダーを取り付け予定

信
用
事
業

組合員限定金利上乗せ定期貯金キャンペーン
子育て応援金利上乗せ定期貯金・定期積金
ATM窓口での現金封筒の設置再開
住宅ローン借入者対象にチーズ作り
資産形成セミナー
窓口ナビゲーションシステム
相続相談予約窓口の設置
年金宅配サービス
移動店舗でキャッシュアウトサービス

直
売
所

品ぞろえの充実
農家の主婦のオリジナルレシピ、野菜料理のレシ
ピを置く
毎月12日と22日に地元農産物の情報発信のイベ
ント開催
AEDの設置

支
店・

購
買
店
舗

の
統
合

対
応
等

移動販売車の増車・運行ルートの拡大
本店・支店での農産物販売
購買店舗のない地区での園芸市の開催
インターネット販売の導入

広
報

SNSで農業と食に関するJAの取組みや生産現場
の様子発信
イベントやキャンペーンをホームページやLINE
等で告知
准組合員向け広報誌に金融情報やキャンペーン
情報掲載

第5表　准組合員の意見・要望を農協の事業、経営、活動に反映した事例

資料 　第1図に同じ
（注） 　各農協一つだけ回答。筆者が、そのうちの主な事例を第4図の選択肢を中心に分類。
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稿コーナーが見にくい」などの意見を取り

入れて、広報誌をリニューアルした。また、

「農協の活動はSDGsと密接に関係している

ので、その取組みに期待したい」という意

見を受け、中期経営計画でSDGsに取り組

むこととした。営農センター内の育苗施設

を稲の育苗時期しか使用していなかったが、

准組合員から「固定資産税を考え活用すべ

き」という意見があり、野菜苗の栽培に本

格的に取り組むようになった。

事務局を務める総合企画部は、「組合員の

意見を聞くことが、農協の事業の源」と認

識して、准組合員モニター制度について、

「これまでなかった准組合員の意見の正式

な取りまとめのルートを制度として作った

もの」であり、「JAが変わろうとするきっ

かけにもなる」と考えている。
（注７） JA北河内（2023a）（2023b）（2023c）を参
照されたい。

（3）　集落座談会における意思反映の

深化
ａ　アンケートにみる全国の動向

集落座談会は、実行組合等の集落組織を

中心に、農協の組合員と農協の役職員が、

地区会館等で意見交換をする会議である。

農協の事業計画や事業報告、水田農業に関

することなどをテーマに行われる。支店や

地区の単位で開かれることもある。

支店運営委員会は、農協の支店単位で、

そのエリアの集落組織、女性部、青年部な

どの組合員組織の代表や准組合員、地区選

出理事などが支店運営委員となり、農協の

支店職員（本店役職員が参加することも）

が１人、司会として入り、あまり意見を言

わない人に「どうですか」と声をかけ、時

間になったら「まとめてください」と促す。

最後の15分で各グループの発表者が討議の

結果を発表する。

ミーティング後には、准組合員モニター

制度の事務局である総合企画部総合企画課

が、書記が作成した記録も含めて、准組合

員の意見を役員、組合長まで報告する。ま

た、テーマの担当部署は准組合員からの意

見を今後の施策に盛り込めるかを検討する。

１年間の准組合員ミーティングがすべて終

了したところで、意見・要望への対応とし

て担当部署がすでに実施したことや今後の

予定などについて、総合企画課がとりまと

めて、理事会にかけ、さらに支店長会議で

も報告する。その後、広報誌「JAきたかわ

ち」の准組合員モニター特集で、准組合員

からの意見・要望とそれに対するJAの回答

や対応を報告する。JAの対応に時間がかか

る要望もあるため、「JAきたかわち」の「変

わる！JA～組合員の声をカタチに～」のコ

ーナーで、要望に対するJAの対応の進捗状

況を報告している。（注７）

このように、モニターの募集、ミーティ

ングの実施、意見・要望へのJAの対応と広

報誌での報告に至るまで、JAは、准組合員

が意見を出しやすくするきめ細やかな配慮

を行っており、その結果、これまでに様々な

意見・要望を得ることができている。

准組合員の声を事業等に反映した事例は

数多い。例えば、広報誌についての、「字が

小さい」「写真をもっと多く」「組合員の投
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「組合長に報告」を９割の農協が行ってお

り、農協内での情報共有化が行われている

ことがわかる。「意見・要望を広報誌等で組

合員に報告」「要望等への回答や組合の対

応を広報誌等組合員に報告」という回答も

それぞれ６割ある。「記録の作成」以外のす

べての項目で、02年の動向調査に比べて、

23年には回答割合が上昇しており、集落組

織を通じた意思反映が深化しているといえ

るだろう。

また、支店運営委員会においても「記録

の作成」「関係部署や担当に伝える」「役員

に報告」「組合長に報告」を行う農協は９割

にのぼる。支店など地域が限定されている

テーマでの意見交換が中心となっていると

思われるが、意見や要望への回答や組合の

対応を広報誌などで組合員全体に伝える組

合も３割あることは注目される。意思反映

に関して、役職員、組合員全体での情報共

有を重視していることがうかがえる。

次項で紹介するJAはだのは、集落座談会

を准組合員も含めた組合員のJAへの意思反

と意見交換をする会議である。農協全体の

動向についての報告や意見交換もあるが、

支店運営や地域での組合員組織等の活動に

ついて話し合うことも多い。支店運営委員

会を中心に、組合員、農協職員、地域住民

が協同活動（支店協同活動）を行うことも

ある。支店運営委員会は地区の単位で開か

れることもある。

23年の動向調査によれば、集落（地区、

支店）座談会は、過疎地域や農村を中心に

75.7％の農協で行われ、支店（地区）運営委

員会は中核都市や都市的農村などの大規模

な農協を中心に66.8％の農協で行われてい

る。

これらは、農協の組合員が直接、役職員

に意見を伝えられる場である。ここで出た

組合員の意見・要望についての農協の対応

について、23年と02年の動向調査の結果を

まとめたのが、第６表である。まず、集落

座談会については、23年には座談会での組

合員の意見・要望について「記録の作成」

「関係部署や担当に伝える」「役員に報告」

調
査
時
点

回
答
農
協
数

記
録
の
作
成

関
係
部
署
や

担
当
に
伝
え
る

役
員
に
報
告

組
合
長
に
報
告

意
見
・
要
望
を

広
報
誌
等
で

組
合
員
に
報
告

要
望
等
へ
の
回
答

や
貴
組
合
の
対
応

を
広
報
誌
等
で

組
合
員
に
報
告

ど
れ
も

行
っ
て
い
な
い

集落座談会
23年 8月 187 92.0 94.7 94.7 91.4 62.6 62.6 0.5
02年11月 281 92.5 90.4 74.7 82.9 49.5 53.0 1.4
増減 △0.5 4.3 20.0 8.5 13.1 9.6 △0.9

支店運営委員会 23年 8月 165 91.5 89.7 89.1 86.1 27.9 27.3 1.2
資料 　23年8月調査、02年11月調査ともに農林中金総合研究所「農協信用事業動向調査」
（注） 1  　02年11月調査は、斉藤（2003）で紹介。

2　02年11月調査では、（＊）は「広報誌で紹介」、（＊＊）は「要望等を実行した結果を組合員等に報告」。

第6表　集落（地区、支店）座談会と支店（地区）運営委員会での組合員からの意見・要望と農協の対応の報告方法
（回答組合数構成比）

（単位　組合、％、ポイント）

（＊） （＊＊）
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要望とそれに対するJAの回答と対応が、支

店・支所の閲覧用冊子でみることができ、

機関紙「JAはだの」の座談会報告号には、

同様の意見・要望等がまとめて掲載される

（注９）。

JAは事前に集落座談会のテーマを説明し

て、組合員が意見を出やすくする工夫を行

い、またその意見とJAの対応を組合員に報

告することで、組合員の意見がJAに尊重さ

れ、JAの運営に反映していることを伝えて

いる。
（注８） JAはだのの生産組合への支援については、
斉藤（2023a）を参照されたい。

（注９） 秦野市農業協同組合（2023a）（2023b）

（4）　社会的課題解決に向けたステーク

ホルダーとの連携

環境問題、気候変動、少子・高齢化、過

疎化などの社会的課題は、農協と組合員に

も深く関係しているが、地域社会の様々な

人や組織の課題でもある。このような社会

的課題に農協はどのように取り組むべきだ

ろうか。

以下に紹介するのは、有機農産物の生産

拡大と中山間地域の活性化という社会的課

題の解決に向けて、多様なステークホルダ

ーと連携する農協の姿である。

有機農業は、政府の「みどりの食料シス

テム戦略」では50年にその取組面積を耕地

面積の25％まで拡大することが明記されて

いるが、有機農業の拡大には生産者側の取

組みだけではなく、需要側である消費者や

行政の理解と支持が不可欠である。次に紹

介するJAぎふでは、消費者を中心とした

映の機会として重視し、広報誌による事前

の情報提供などで、組合員が意見を出しや

すいよう配慮している。

ｂ　JAはだのの集落座談会

神奈川県のJAはだの（以下、本項では

「JA」）は神奈川県秦野市を事業区域とし、

新宿から私鉄で１時間程度の距離にある大

都市近郊の農協であり、23年２月末の正組

合員は３千、准組合員１万千、准組合員比

率は81％である。JAは、准組合員も構成員

とする集落組織である、生産組合を重視し

て数々の支援策を行い、1966年の合併後122

であった生産組合数は22年度末も120とほ

ぼ横ばいで推移している（注８）。

JAの集落座談会は春と秋に最寄りの自治

会館などで行われ、23年春の集落座談会は

81会場で開催された。生産組合長は会場の

予約、組合員への参加の声かけ、司会を担

当する。JAは集落座談会を、准組合員も含

めた組合員がJAへの意思反映をする機会

として大切にしている。

注目されるのは、集落座談会開催の前に、

組合員全員に配布している機関紙「JAはだ

の」の座談会特集号で、座談会のテーマ（例

えば、23年春の座談会では22年度の事業方

向、23年度の事業計画、第４次地域農業振

興計画、金融店舗再編）についてわかりや

すく説明し、それとともに組合員に座談会

への参加と、テーマに限らず、日ごろ思っ

ていることや意見・要望を出すことを呼び

掛けていることである。また、座談会の開

催後には、座談会で出されたすべての意見・
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ンバーとする「食と農の連携推進フォーラ

ム」（以下、「フォーラム」とする）を設立

した。「食と農の連携推進フォーラム基本計

画」によれば、フォーラムの設立目的は、

「ひと・環境・地域にやさしい農業を考え

る」である。消費者は見栄えが良く、また

安価な農産物を選ぶ傾向があるが、フォー

ラムでは、消費者に必要とされる農産物を

見極める知識と意思を身に着けてもらい、

自ら選択できる消費者を拡大する。そのう

えで、農産物に関する独自の価値基準の策

定を予定する。消費者が求める農産物を農

家が栽培するという、JAがめざす「地消地

産」に向けた一歩となることが期待されて

いる。

フォーラムのメンバーは24年１月現在23

人である。うち一般の消費者は16人で、20

代から50代の主婦である。JAが開催したセ

ミナーの参加者でJAから声をかけた人た

ちが中心となっており、これまで食や農に

関する活動をしたことがない人がほとんど

である。また、料理講師、管理栄養士、調

理師、有機野菜の流通卸・販売・料理店経

営者、生協役員など、農業や食の関係者も

含まれる。事務局はJAの相談部生活ふれあ

い課である。

フォーラムでは、22年11月に「有機と食

について」の講演、23年２月に有機麹造り

と有機味噌仕込み、５月にJAS認定農園の

見学・収穫体験会、９月に有機野菜と慣行

野菜の食べ比べ、12月には有機無農薬栽培

の農園の見学と勉強会を実施した。

セミナー等に参加して、フォーラムメン

「食と農の連携推進フォーラム」を設立し、

消費者が農産物を見極める知識と意思を身

に着け、農産物についての独自の価値基準

を策定することを予定している。

また、中山間地域においては、高齢化と

人口減少が続き、集落機能が低下している。

その維持・活性化は農家だけでなく、地域

の誰もが関わる課題である。集落における

生活のインフラと農業のインフラがともに

維持されていなければ、生活が難しく、農

業も維持できない。農家、農協だけの力で

はなく、地域住民、行政などとの連携が必

要であろう。JAグリーン近江では、中山間

地域である桜谷地域において、地域住民が

主体となり、それを行政、農協が支援して

地域の活性化に取り組む、農村RMO（農村

型地域運営組織）の設立を提案した。

ａ　JAぎふの「食と農の連携推進フォーラ

ム」

JAぎふ（以下、本項では「JA」）は岐阜

県の県庁所在地岐阜市などの６市３町を事

業地域とし、23年３月末現在の組合員数９

万８千、うち正組合員３万９千、准組合員

５万８千の大規模な農協である。

JAの第５次中期経営計画（22～24年度）

は、10年後のめざす方向性として「活力あ

る農業」を掲げ、その中で「地消地産やオ

ーガニックに対する消費者の理解を高め、

生産者がスマート農業などの農業DXを活

用し、労働の効率化を図ることで有機農業

への転換を支援します。」としている。

22年12月に、JAは一般の消費者を主なメ
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JAの特例子会社はっぴいまるけと連携して

農福連携を進めつつ、有機栽培技術の確立

と、有機JAS認証の取得を目指す農家の育

成を目的としている。

ｂ　JAグリーン近江と桜谷地域農村RMO

JAグリーン近江（以下、本項では「JA」）

は、滋賀県の東近江市など２市２町を事業

地域とする。24年１月末現在の組合員合計

２万４千、正組合員８千、准組合員１万６

千の大型農協である。

23年９月に、桜谷地域農村RMOが、滋賀

県蒲生郡日野町の一つの小学校区でもある、

旧東桜谷村（10集落）と旧西桜谷村（５集

落）を対象地域として設立された。中山間

地域で傾斜地が多く、また粘土質の農地が

多いため、品質の高い米は作れるが、野菜

の栽培は難しく、農業用機械が沈むことも

あるという、条件不利地域である。若年層

の流出が進み高齢化率（65歳以上）は43.8％

と高く、水利施設の整備が難しくなってい

る。バスは１日に３便、生鮮食品を販売す

る店舗は１店舗にとどまっている。

農村RMO設立の契機となったのは、JA

の店舗再編計画に基づく日野北支店の廃止

であった。金融や共済の取扱量をもとにこ

の支店を閉鎖することとしたが、地域の組

合員からは、①進め方が一方的すぎる、話

合いがあってしかるべき、②なぜ日野北支

店だけが閉鎖となるのか、③JAを頼りに将

来のあり方を検討したい、④この地域の農

業振興、持続可能な農業生産について支店

を拠点に取り組んでいけないか、⑤現存施

バーは次のようにアンケートに記入してい

る。「有機野菜のほうが旨味、甘味が感じら

れました」「土づくりが大切であるという

ことがわかりました。そのためどうしても

値段が高くなってしまいますが、家族のた

めに少しでもよいものを選んで食べたいと

思っています。」「害虫がよらない野菜を作

るには、微生物たっぷりの良い土で育てる

こと。また、農薬を使わないことが、害虫

の天敵を育てること・・・　有機栽培＝農

薬を使わないだけではなくてとても奥が深

いなあと感じました。主婦なので、野菜の

価格にはシビアですが・・・これを知った

らお値段以上の価値ある野菜だと思いま

す。」

続いて、「化学農薬（殺虫剤）、化学肥料」

「日本と世界の比較、農業を取り巻く環境」

についての研修が予定され、そのうえで、

消費者が求める栽培基準の考え方を整理す

る予定である。

その後も、食に関連して、「食品添加物」

「水・麹・ミネラル・調味料」「農と福祉」

「離乳食、介護食」「JAぎふの取り組み」を

テーマとした研修が予定されている。

消費者の求める栽培基準を整理し、生産

者に示したうえで、JAぎふとしての基準と

することが予定されている。また、地域の

関係団体や岐阜市、岐阜県などと連携して、

地域の基準となることが望ましいと考えら

れている。

JAは生産側の取組みも進めている。一例

をあげれば、22年３月に、有機農業に特化

した「有機農業実践園芸塾」を立ち上げた。
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伴走的に行った。

23年９月に、桜谷地域農村RMO推進協議

会（以下、「推進協議会」）が設立された。

構成員は、15自治会、15農業組合、農業委

員、農地利用最適化推進委員、日野町土地

改良区北部委員会、JAグリーン近江である。

推進協議会の会長には日野町農業委員会委

員長が就任した。構成員から、理事８人が

選出され、結果として理事全員がJAの組合

員であった。推進協議会設立後は農村型地

域運営形成推進事業（農村型地域運営組織

モデル形成支援）の交付金が３年間支給さ

れる。

推進協議会は、同年12月に、全集落の18

歳以上を対象に、地域の問題等についての

アンケートを実施した。また、地域計画（農

業者や地域住民による地域での話合いによ

り目指すべき将来の農地利用の姿を明確化

した設計図）の策定に向けて、推進協議会

の理事である農業委員、農地利用最適化推

進委員が農業組合や集落で地域計画の説明

会を実施した。今後は、地域農業の将来の

あり方に関するアンケートを実施し、その

結果をもとに地域計画の素案を作成する予

定である。アンケート書式の作成や集計等

は推進協議会が行う。

12月には、推進協議会と地域の交流のた

めのイベントも実施した。餅つき、軽トラ

市、おにぎりづくりをし、子供や若者を含

めて、約100人が参加した。推進協議会会長

の作った米（ゆめごこち）で炊いたご飯を、

参加者が各自にぎって、おにぎりを作った。

地元の米はおいしいと喜ばれたという。

設の有効活用で農業施設の存続と組合員の

利便性確保を望む、などの意見がでた。

支店閉鎖が決定したのち、地元JA総代や

その有志とJA役員との意見交換の場を複数

回設け、意見交換をした。JAの役員は、高

齢化、農業後継者の不在、耕作放棄地の増

加、獣害、若者の転出、集落機能の低下等

この地域の抱える問題を聞き、JAの支店が

あれば解決できる状況ではないと認識し、

JAだけでなく、地域だけでもなく、行政も

一緒になって取り組む、農村RMOを提案す

ることとした。「JAが何もかもひっぱって

いくということでは長続きしない。農村

RMOによって、地域が主体的に考えて行動

してほしい」と副組合長から提案した。な

お、JAの移動店舗車は巡回することとなっ

た。

22年３月の日野北支店閉鎖後、地域住民

の有志10人により桜谷地域農村RMO設立準

備会が発足し、地域の問題点を①農用地保

全、②地域資源活用、③生活支援の３項目

に分けて話し合った。行政（滋賀県、日野

町）からは、伴走支援としてコンサルタン

トが派遣され、話合いのファシリテーター

を務めた。推進協議会の発足までの期間、

JAは旧日野北支店の無償貸与、拠点施設使

用にかかる水道光熱費・電話等の経費支援、

人材投入支援（この地域の住民で、県の農

業改良普及員ののちJAの嘱託であった者

が、設立準備会のメンバーとしてビジョン

づくりに参加、JAは事務委託料を負担）な

どの支援を行った。あわせて、推進協議会

立ち上げに向け、JAとして相談支援活動も
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でなく、組合員からの意見・要望を出しや

すくする工夫を行い、また意見・要望を農

協の事業・経営・活動に反映し、それを組

合員にも報告する農協が増加している。集

落座談会においては組合員の意見・要望が

農協内で担当部署から役員・組合長まで共

有されている農協は９割にのぼり、20年前

に比べて集落座談会での意見・要望を反映

したことを組合員に報告する農協の割合は

上昇している。JAみなみ筑後では、女性総

代に対して、総代の役割、協同組合、女性

の運営参画についての研修が行われてい

る。准組合員の意思反映においては、「准

組合員の農協への理解を深める」「准組合

員の意見と農協の回答、対応を准組合員に

知らせる」「懇談会、意見交換会、アンケー

トでのテーマの設定を工夫」など、意見を

出しやすくするような配慮がなされている。

JA北河内の准組合員ミーティングでは、テ

ーマとJAが准組合員から聞きたい内容に

ついて、まず、十分説明したあとで、１グ

ループ准組合員モニター５人を上限とする

グループ討議を行い、その結果を発表する。

そこで出た意見とそれに対する農協の回答

と事業等への反映については、准組合員に

も配布される広報誌で紹介されている。JA

ぎふの「食と農の連携フォーラム」は、消

費者に有機農業など農と食に関する様々な

情報提供を行っている。

第３に、多様な組合員の意見・要望を農

協の事業や経営に反映することが成果をあ

げていると考えられることである。JAみな

み筑後の女性総代は、総代会で「准組合員

今後は、先進地域を視察するとともに、

農用地保全、地域資源活用、生活支援の３

つのテーマについて、それぞれワーキング

グループで話し合っていく。

JAは、23年度からの第８次地域農業戦略

で、「地域農業の持続化」を掲げている。生

産条件や担い手確保の面から地域農業の存

続が難しくなっている中山間地域における

対応策の一つのモデルが、地域が主体的に

取り組む「農村RMO」と考え、「桜谷地域

農村RMO」の取組みが他の地域でも参考に

なると考えている。JAはそれを地域の人々

と一緒に応援・支援することが重要と考え

ている。

（5）　小括

アンケート結果と聞き取り調査に基づい

て、最近までの農協の意思反映システムの

変化をみてきたが、これらをまとめると、

以下のようなことがいえるだろう。

第１に、農協では多様な組合員の意見・

要望を反映するよう、意思反映システムが

変化している。具体的には、総代や役員の

選出枠として、女性（女性部）枠や青壮年

部枠を設ける農協の割合は上昇している。

JAみなみ筑後では総代の選出枠に部会枠、

農業法人枠も設けている。また、准組合員

の意思反映には多くの農協が取り組んでき

たが、JA大会決議、規制改革実施計画、監

督指針を受け、この数年間で４割強の農協

が、准組合員の意思反映についての新たな

仕組みを導入している。

第２は、意思反映の仕組みを設けるだけ
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こうした変化には、JA全国大会や中央会

の決議のような全国的、また県段階の農協

運動が一つの推進力となっており、男女共

同参画法や規制改革推進会議などの法制度

や行政の力も大きく影響しているとみられ

る。しかし、アンケート調査の結果をみる

と、多様化な組合員の意思反映に取り組む

農協の数は増える方向にはあるが、全部の

農協で行われているわけではない。

個々の農協が意思反映の新たな仕組みを

作るには、その意義や効果を農協の経営層

を含め役職員が理解して、判断し、制度を

設計することである。また、意思反映の主

体である、多様な組合員や地域住民に、農

協への意思反映の意義を理解してもらうこ

とは必須であり、加えて、しっかりした制

度設計とともに、意見を出しやすくる配慮

ときちんと事業に反映する覚悟も農協に求

められる。

一方で、なお、集落組織は総代や役員の

選出に重要な役割を果たしており、集落組

織が核となって開催される集落座談会も組

合員の声を直接反映する場として重要であ

る。それは、集落組織は、その構成員を合

計すれば農協の正組合員全体をカバーする

ことができ、また構成員は家を単位として

いるため、農協の総合事業の広範な領域に

対応するという、２つの意味での網羅性を

持つためであり、加えて、集落組織の構成

員の協同意識が強く、集落単位での意見交

換や意思統一が可能となっているためと考

えられる。

したがって、集落組織の活性化も、組合

向けに広報誌などで農協のよさをアピール

してほしい」「女性の参画に他の組合員組

織も取り組んでほしい」などの提案を行っ

ている。アンケートによれば、准組合員の

意見は、准組合員が利用する商品やサービ

スだけでなく、農業や地域の課題にも及ん

でいる。JA北河内では、「JAが変わろうと

するきっかけにもなる」と捉えている。

第４に、組合員や農協のみの課題ではな

い社会的課題に対応するときに、新たな仕

組みが作られていることである。JAぎふで

は、組合員ではない消費者に、有機農業な

ど農と食に関する情報を伝えたうえで、消

費者に農産物の栽培基準を作ってもらうこ

とを予定している。JAグリーン近江は、中

山間地域で地域住民が主体的に地域の課題

の解決に取り組み、行政とJAがそれを支援

する、農村RMOの設立を提案した。

むすびにかえて

農家の高齢化・減少、集落組織の数の減

少や機能の低下、組合員の多様化などの変

化に対応して、農協では、多様な組合員、

そして、ステークホルダーも包含した意思

反映の仕組みが整えられつつある。

多様な組合員や地域住民の意見や要望を

把握し、それを事業や経営に反映している

ことが農協の強みの一つと考えられる。こ

のことが、環境の変化への柔軟な対応を可

能にし、農協が目標とする地域農業の振興

や地域活性化にもつながることを期待した

い。
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・ 斉藤由理子（2023a）「農家の高齢化・減少に集落
組織はどう対応するか―集落組織の農を核にした地
域住民との連携―」『農林金融』９月号

・ 斉藤由理子（2023b）「女性総代の積極的な参画」『農
中総研　調査と情報』９月号

・ JA北河内（2023a）「JAきたかわち」６月号（変わ
る！JA）

・ JA北河内（2023b）「JAきたかわち」10月号（特集　
准組合員モニター①）

・ JA北河内（2023c）「JAきたかわち」11月号（特集　
准組合員モニター②）

・ JAぎふ「第５次中期経営計画　令和４年度～令和
６年度」
・ JAぎふ（2022）「食と農の連携推進フォーラム基本
計画」12月22日
・ 農協の組合員制度とガバナンスにかかる研究会
（2012）『組合員の多様化とJAのガバナンス』社団
法人JC総研

・ 農林水産省九州農政局福岡県拠点（2023）「JA役員
への女性登用拡大に向けた新たな取組・工夫～
CASE1　JAみなみ筑後の取組～」

・ 秦野市農業協同組合（2023a）「JAはだの」春の座
談会特集号、３月26日

・ 秦野市農業協同組合（2023b）「JAはだの」春の座
談会報告号、５月26日

（さいとう　ゆりこ）

員の意思反映にかかる重要な課題である。

農家の高齢化や減少に対しては、農協や農

家、行政等が担い手の確保を含め、地域農

業振興のための努力を続けることがまず必

要である。一方で、農家の女性や後継者、

農地所有者、准組合員など、多様な人が集

落組織の構成員となること、あるいは、地

域住民も含めて集落組織の活動に参加する。

このような集落組織のメンバーの多様化が、

集落組織の活性化とともに、多様な組合

員・ステークホルダーの農協への意思反映

にもつながると考えられる。
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